
新旧対照表 

改正案 現行 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

（令和７年４月） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（目次） 

 

１．総務省関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．総務省消防庁関係・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３．文部科学省関係・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

４．厚生労働省関係・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

５．農林水産省関係・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

６．経済産業省関係・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

７．国土交通省関係・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

８．原子力規制庁関係・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

令和７年４月 

総務省 

 

１～３ （略） 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

（平成２７年４月） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（目次） 

 

１．総務省関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．総務省消防庁関係・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３．文部科学省関係・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

４．厚生労働省関係・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

５．農林水産省関係・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

６．経済産業省関係・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

７．国土交通省関係・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

８．原子力規制庁関係・・・・・・・・・・・・・・３８ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

平成２７年４月 

総務省 

 

１～３ （略） 

別添２ 



改正案 現行 

４．所管省庁の連絡先 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対

策課 

電話 ０３－５２５３－５８５８ 

FAX  ０３－５２５３－５８６３ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

令和７年４月 

総務省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

令和７年４月 

総務省消防庁 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

４．所管省庁の連絡先 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術シ

ステム課安全・信頼性対策室 

電話 ０３－５２５３－５８６２ 

FAX  ０３－５２５３－５８６３ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

平成２７年４月 

総務省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

平成２７年４月 

総務省消防庁 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 



改正案 現行 

令和７年４月 

文部科学省 

 

１．（略） 

２．施設の特性 

（１）細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及

び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関す

る法律第２条第１項に規定する生物剤及び同条第２項

に規定する毒素（以下「生物剤等」という。）を保有し

ている施設。 

（２）対象となる生物剤等は、人又は家畜に対して病原性

を有しているもので文部科学省・スポーツ庁・文化庁

国民保護計画別表に示すものとする。 

３．安全確保の留意点 

（１）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類

（以下「ＢＳＬ」という。）等に応じ、適切な設備の設

置と運用を実施すること（病原体等のＢＳＬ及びＢＳ

Ｌに応じた措置については、国立健康危機管理研究機

構病原体等安全管理規程 に準拠すること。）。 

（２）①～⑦ （略） 

⑧ 都道府県警察、文部科学省等関係機関の求めに

応じて情報提供を行うとともに、上記関係機関と

平成２７年４月 

文部科学省 

 

１．（略） 

２．施設の特性 

（１）細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及

び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関す

る法律第２条第１項に規定する生物剤及び同条第２項

に規定する毒素（以下、生物剤等）を保有している施

設。 

（２）対象となる生物剤等は、人又は家畜に対して病原性

を有しているもので文部科学省・文化庁国民保護計画

別表に示すものとする。 

３．安全確保の留意点 

（１）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類

（以下「ＢＳＬ」という。）等に応じ、適切な設備の設

置と運用を実施すること（病原体等のＢＳＬ及びＢＳ

Ｌに応じた措置については、国立感染症研究所病原体

等安全管理規程に準拠すること。）。 

（２）①～⑦ （略） 

⑧ 都道府県警察、文部科学省等関係機関の求めに

応じて情報提供を行うとともに、右関係機関と連



改正案 現行 

連携して自主警戒の強化に努めること。 

⑨ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・

安全対策室 

電話 ０３－６７３４－４１１３ 

FAX  ０３－６７３４－４１１４ 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携して自主警戒の強化に努めること。 

⑨ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

文部科学省ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室 

 

電話 ０３－６７３４－４１１３ 

FAX  ０３－６７３４－４１１４ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

平成２７年４月 

厚生労働省 

 

１．施設の種類 

水道事業、水道用水供給事業の用に供する取水、貯

水、浄水のための施設又は配水池（国民保護法施行令第

２７条第３号） 

 

２．施設の特性 

・ 国民が直接口にする飲料水を供給する。 

・ 水道施設は取水施設から給水末端まで広範囲にわた

る。 



改正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．安全確保の留意点 

・ 関係機関と緊密な連携を図るとともに、自主警戒、

自主警備の強化に努めること。 

・ 水源の監視を強化すること。 

・ 水道施設の防護対策を確認すること。 

・ バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。 

・ 当該施設への来訪者、出入業者の管理を徹底するこ

と。 

・ 備品、薬品等の管理を徹底すること。 

・ 施設関係図面等の管理を徹底すること。 

・ 一般住民からの連絡窓口を設定し、それにより得た

関係情報の施設内での周知、情報の共有を図るととも

に、必要に応じて更なる情報収集に努めること。 

・ 緊急時における関係者に対する連絡体制を確認する

こと。 

・ 給水停止措置等や緊急対応の指揮命令系統を確認す

ること。 

・ 応急復旧体制や応急給水体制を含めた緊急事態への

対応体制を確認すること。 

 

４．所管官庁の連絡先 



改正案 現行 

 

 

 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒物劇物を取扱う施設） 

 

令和７年４月 

厚生労働省 

 

１～３ （略） 

４．所管官庁の連絡先 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 

電話 ０３－３５９５－２２９８ 

FAX  ０３－３５９３－８９１３ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒劇薬を取り扱う施設） 

 

令和７年４月 

厚生労働省 

 

１～３ （略） 

４．所管官庁の連絡先 

厚生労働省健康局水道課 

電話 ０３－３５９５－２３６８ 

FAX  ０３－３５０３－７９６３ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒物劇物を取扱う施設） 

 

平成２７年４月 

厚生労働省 

 

１～３ （略） 

４．所管官庁の連絡先 

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 

電話 ０３－３５９５－２２９８ 

FAX  ０３－３５９３－８９１３ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒劇薬を取り扱う施設） 

 

平成２７年４月 

厚生労働省 

 

１～３ （略） 

４．所管官庁の連絡先 



改正案 現行 

厚生労働省医薬局総務課 

電話 ０３－５２５３－１１１１（２７１２） 

FAX  ０３－３５９１－９０４４ 

 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 

電話 ０３－５２５３－１１１１（２７３９） 

FAX  ０３－３５９７－９５３５ 

厚生労働省医薬局医薬安全対策課 

電話 ０３－５２５３－１１１１（２７４９） 

FAX  ０３－３５０８－４３６４ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤・毒素等を取

扱う施設） 

 

令和７年４月 

厚生労働省 

 

１～２ （略） 

３．安全確保の留意点 

（１）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類

（以下「ＢＳＬ」という。）等に応じ、適切な設備の設

置と運用を実施すること（厚生労働省国民保護計画別

厚生労働省医薬食品局総務課 

電話 ０３－５２５３－１１１１（２７１２） 

FAX  ０３－３５９１－９０４４ 

 

厚生労働省医薬食品局審査管理課 

電話 ０３－５２５３－１１１１（２７３９） 

FAX  ０３－３５９７－９５３５ 

厚生労働省医薬食品局安全対策課 

電話 ０３－５２５３－１１１１（２７５６） 

FAX  ０３－３５０８－４３６４ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤・毒素等を取

扱う施設） 

 

平成２７年４月 

厚生労働省 

 

１～２ （略） 

３．安全確保の留意点 

（１）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類

（以下「ＢＳＬ」という。）等に応じ、適切な設備の設

置と運用を実施すること（厚生労働省国民保護計画別



改正案 現行 

添に掲げる病原体等のＢＳＬ及びＢＳＬに応じた措置

については、国立健康危機管理研究機構病原体等安全

管理規程 に準拠すること）。 

（２） （略） 

４．所管官庁の連絡先 

【国立健康危機管理研究機構に関しての連絡先】 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策

課国立健康危機管理研究機構支援室 

電話 ０３－３５９５－３３０８ 

FAX  ０３－３５８１－６２５１ 

 

【診療所に関しての連絡先】 

厚生労働省医政局総務課 

電話 ０３－３５９５－２１８９ 

FAX  ０３－３５０１－２０４８ 

 

【病院に関しての連絡先】 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

電話 ０３－３５９５－２１９４ 

FAX  ０３－３５０３－８５６２ 

 

【医薬品産業に関しての連絡先】 

添に掲げる病原体等のＢＳＬ及びＢＳＬに応じた措置

については、国立感染症研究所病原体等安全管理規程

に準拠すること）。 

（２） （略） 

４．所管省庁の連絡先 

【国立感染症研究所に関しての連絡先】 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

 

電話 ０３－３５９５－２１７１ 

FAX  ０３－３５０３－０１８３ 

 

【診療所に関しての連絡先】 

厚生労働省医政局総務課 

電話 ０３－３５９５－２１８９ 

FAX  ０３－３５０１－２０４８ 

 

【病院に関しての連絡先】 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

電話 ０３－３５９５－２１９４ 

FAX  ０３－３５０３－８５６２ 

 

【医薬品産業に関しての連絡先】 



改正案 現行 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

電話 ０３－３５９５－２４２１ 

FAX  ０３－３５０７－９０４１ 

 

【衛生検査所に関しての連絡先】 

厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室 

電話 ０３－３５９５－２１９４ 

FAX  ０３－３５０７－９０４１ 

 

【保健所・地方衛生研究所等に関しての連絡先】 

厚生労働省健康・生活衛生局健康課地域保健室 

電話 ０３－３５９５－２１９０ 

FAX  ０３－３５０３－８５６３ 

 

【ワクチン・抗毒素に関しての連絡先】 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

電話 ０３－３５９５－２２５７ 

FAX  ０３－３５８１－６２５１ 

 

【医薬品製造所に関しての連絡先】 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 

電話 ０３－３５９５－２４３１ 

厚生労働省医政局経済課 

電話 ０３－３５９５－２４２１ 

FAX  ０３－３５０７－９０４１ 

 

【衛生検査所に関しての連絡先】 

厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室 

電話 ０３－３５９５－２１９４ 

FAX  ０３－３５０７－９０４１ 

 

【保健所・地方衛生研究所に関しての連絡先】 

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課地域保健室 

電話 ０３－３５９５－２１９０ 

FAX  ０３－３５０２－３０９９ 

 

【ワクチン・抗毒素に関しての連絡先】 

厚生労働省健康局結核感染症課 

電話 ０３－３５９５－２２５７ 

FAX  ０３－３５８１－６２５１ 

 

【医薬品製造所に関しての連絡先】 

厚生労働省医薬食品局審査管理課 

電話 ０３－３５９５－２４３１ 



改正案 現行 

FAX  ０３－３５９７－９５３５ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒薬及び劇薬を取り

扱う施設） 

 

令和７年４月 

農林水産省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤及び毒素を取

り扱う施設） 

 

令和７年４月 

農林水産省 

 

１～２ （略） 

３．安全確保の留意点 

（１）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類

（以下「ＢＳＬ」という。）等に応じ、適切な設備の設

置と運用を実施すること（農林水産省・林野庁・水産

庁国民保護計画別紙１に掲げる病原体等のＢＳＬ及び

FAX  ０３－３５０７－９５３５ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒薬及び劇薬を取り

扱う施設） 

 

平成２７年４月 

農林水産省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤及び毒素を取

扱う施設） 

 

平成２７年４月 

農林水産省 

 

１～２ （略） 

３．安全確保の留意点 

（１）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類

（以下「ＢＳＬ」という。）等に応じ、適切な設備の設

置と運用を実施すること（農林水産省・林野庁・水産

庁国民保護計画別紙１に掲げる病原体等のＢＳＬ及び



改正案 現行 

ＢＳＬに応じた措置については、国立健康危機管理研

究機構病原体等安全管理規程 に準拠すること。）。 

（２） （略） 

４．所管省庁の連絡先 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 

電話 ０３－６７４４－０４９０ 

FAX  ０３－３５９７－０３２９ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（発電所及び変電所） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 

電話 ０３－３５０１－１７４６ 

FAX  ０３－３５０１－３６７５ 

 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課 

電話 ０３－３５０１－１７４２（内線４８２１） 

FAX  ０３－３５８０－８４８６ 

ＢＳＬに応じた措置については、国立感染症研究所病

原体等安全管理規程に準拠すること。）。 

（２） （略） 

４．所管省庁の連絡先 

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 

電話 ０３－３５０２－２３１９ 

FAX  ０３－３５９７－０３２９ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（発電所及び変電所） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 

電話 ０３－３５０１－１７４６ 

FAX  ０３－３５０１－３６７５ 

 

経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 

電話 ０３－３５０１－１７４２ 

FAX  ０３－３５８０－８４８６ 



改正案 現行 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（ガス工作物） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 

電話 ０３－３５０１－１７４６ 

FAX  ０３－３５０１－３６７５ 

 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループガス安全室 

電話 ０３－３５０１－４０３２ 

FAX  ０３－３５０１－１８５６ 

 

 生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス製造所） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（ガス工作物） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 

電話 ０３－３５０１－１７４６ 

FAX  ０３－３５０１－３６７５ 

 

経済産業省商務流通保安グループガス安全室 

電話 ０３－３５０１－４０３２ 

FAX  ０３－３５０１－１８５６ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス製造所） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 



改正案 現行 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室 

電話 ０３－３５０１－１５１１（内線４９５１） 

FAX  ０３－３５０１－２３５７ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス貯蔵所） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室 

電話 ０３－３５０１－１５１１（内線４９５１） 

FAX  ０３－３５０１－２３５７ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（火薬庫） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室 

電話 ０３－３５０１－１７０６ 

FAX   ０３－３５０１－２３５７ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス貯蔵所） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室 

電話 ０３－３５０１－１７０６ 

FAX  ０３－３５０１－２３５７ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（火薬庫） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 



改正案 現行 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ鉱山・火

薬類監理官付 

電話 ０３－３５０１－１５１１（内線４９６１） 

FAX  ０３－３５０１－６５６５ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（火薬類製造所） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ鉱山・火

薬類監理官付 

電話 ０３－３５０１－１５１１（内線４９６１） 

FAX  ０３－３５０１－６５６５ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス取扱所） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付 

 

電話 ０３－３５０１－１８７０ 

FAX  ０３－３５０１－６５６５ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（火薬類製造所） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付 

 

電話 ０３－３５０１－１８７０ 

FAX  ０３－３５０１－６５６５ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス取扱所） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 



改正案 現行 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 

電話 ０３－３５０１－１７４６ 

FAX  ０３－３５０１－３６７５ 

 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課 

電話 ０３－３５０１－１７４２（内線４８２１） 

FAX  ０３－３５８０－８４８６ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤及び毒素取扱

施設） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１・２（略） 

３．安全確保の留意点 

・ 国立健康危機管理研究機構病原体等安全管理規程に

おける病原体等のレベル分類に準じた安全設備を整備

するとともに、同規程に基づいた運営の実施を図るこ

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 

電話 ０３－３５０１－１７４６ 

FAX  ０３－３５０１－３６７５ 

 

経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 

電話 ０３－３５０１－１７４２ 

FAX  ０３－３５８０－８４８６ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤及び毒素取扱

施設） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１・２（略） 

３．安全確保の留意点 

・ 国立感染症研究所病原体等安全管理規程における病

原体等のレベル分類に準じた安全設備を整備するとと

もに、同規程に基づいた運営の実施を図ること。 



改正案 現行 

と。 

・ 安全管理委員会の設置及び生物剤及び毒素の管理責

任者等の選任等により、責任の所在を明確化するこ

と。 

・ 保有する生物剤及び毒素については、施錠された冷

蔵庫、冷凍庫等おいて適切に管理すること。あわせ

て、台帳等により適切に記録を管理し、保有状況を日

常的に把握しておくこと。 

・ 生物剤及び毒素の譲渡・譲受の際の台帳管理、所内

における所定の承認手続の実施、身元確認の徹底等を

図ること。 

・ 生物剤及び毒素の廃棄にあたっては、適切な方法

（オートクレーブ処理、薬剤による消毒等）により確

実に不活化すること。 

・ 紛失、事故、災害等が発生した場合の警察、消防等

への通報体制を整備すること。 

・ 防犯設備の設置や構内・施設内パトロールの実施等

により、防犯対策を徹底すること。 

・ 平素から、巡回の自主的実施等必要な施設の警備に

努めること。 

・ 国民保護法第１０３条第３項に基づき同項各号に定

められた措置を講ずるよう命ぜられたときの対応につ

 

・ 安全管理委員会の設置及び生物剤等の管理責任者等

の選任等により、責任の所在を明確化すること。 

 

・ 保有する生物剤等については、施錠された冷蔵庫、

冷凍庫等おいて適切に管理すること。あわせて、台帳

等により適切に記録を管理し、保有状況を日常的に把

握しておくこと。 

・ 生物剤等の譲渡・譲受の際の台帳管理、所内におけ

る所定の承認手続の実施、身元確認の徹底等を図るこ

と。 

・ 生物剤等の廃棄にあたっては、適切な方法（オート

クレーブ処理、薬剤による消毒等）により確実に不活

化すること。 

・ 紛失、事故、災害等が発生した場合の警察、消防等

への通報体制を整備すること。 

・ 防犯設備の設置や構内・施設内パトロールの実施等

により、防犯対策を徹底すること。 

・ 平素から、巡回の自主的実施等必要な施設の警備に

努めること。 

・ 国民保護法第１０３条第３項に基づき同項各号に定

められた措置を講ずるよう命ぜられたときの対応につ



改正案 現行 

いて、あらかじめ備えておくこと。 

４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒性物質取扱所） 

 

令和７年４月 

経済産業省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（水道施設） 

 

令和７年４月 

国土交通省 

 

１．施設の種類 

水道事業、水道用水供給事業の用に供する取水、貯

水、浄水のための施設又は配水池（国民保護法施行令第

２７条第３号） 

 

２．施設の特性 

・ 国民が直接口にする飲料水を供給する。 

いて、あらかじめ備えておくこと。 

４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（毒性物質取扱所） 

 

平成２７年４月 

経済産業省 

 

１～４ （略） 

 

（新設） 
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・ 水道施設は取水施設から給水末端まで広範囲にわた

る。 

 

３．安全確保の留意点 

・ 関係機関と緊密な連携を図るとともに、自主警戒、

自主警備の強化に努めること。 

・ 水源の監視を強化すること。 

・ 水道施設の防護対策を確認すること。 

・ バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。 

・ 当該施設への来訪者、出入業者の管理を徹底するこ

と。 

・ 備品、薬品等の管理を徹底すること。 

・ 施設関係図面等の管理を徹底すること。 

・ 一般住民からの連絡窓口を設定し、それにより得た

関係情報の施設内での周知、情報の共有を図るととも

に、必要に応じて更なる情報収集に努めること。 

・ 緊急時における関係者に対する連絡体制を確認する

こと。 

・ 給水停止措置等や緊急対応の指揮命令系統を確認す

ること。 

・ 応急復旧体制や応急給水体制を含めた緊急事態への

対応体制を確認すること。 
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４．所管官庁の連絡先 

国土交通省水管理・国土保全局水道事業課水道計画指導室 

電話（代表）０３－５２５３－８１１１ 

（内線３４４３３、３４４３９） 

（直通）０３－５２５３－８２２０ 

FAX  ０３－５２５３－１５９９ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（鉄道施設、軌道施設） 

 

令和７年４月 

国土交通省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（水域施設、係留施設） 

 

令和７年４月 

国土交通省 

 

１～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（鉄道施設、軌道施設） 

 

平成２７年４月 

国土交通省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（水域施設、係留施設） 

 

平成２７年４月 

国土交通省 

 

１～４ （略） 

 



改正案 現行 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

（滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設） 

 

令和７年４月 

国土交通省 

 

１～３ （略） 

４．連絡先 

国土交通省航空局 

（滑走路等、旅客ターミナル施設） 

総務課危機管理室 

電話（代表）０３－５２５３－８１１１ 

（内線４８１７９） 

  （直通）０３－５２５３－８７００ 

FAX  ０３－５２５３－１６５６ 

 

（航空保安施設） 

交通管制部交通管制企画課 

電話（代表）０３－５２５３－８１１１ 

（内線５１１２３） 

  （直通）０３－５２５３－８７３９ 

FAX  ０３－５２５３－１６６３ 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

（滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設） 

 

平成２７年４月 

国土交通省 

 

１～３ （略） 

４．連絡先 

国土交通省航空局 

（滑走路等、旅客ターミナル施設） 

安全部安全企画課 

電話（代表）０３－５２５３－８１１１ 

（内線４８１７９） 

  （直通）０３－５２５３－８６９６ 

FAX  ０３－３５８０－５２３３ 

 

（航空保安施設） 

交通管制部交通管制企画課 

電話（代表）０３－５２５３－８１１１ 

（内線５１１２３） 

  （直通）０３－５２５３－８７３９ 

FAX  ０３－５２５３－１６６３ 
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生活関連等施設の安全確保の留意点（ダム） 

 

令和７年４月 

国土交通省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

令和７年４月 

原子力規制庁 

 

１．施設の種類 

放射性同位元素の許可届出使用者等（国民保護法施行

令第２８条第７号） 

 

２ 施設の特性 

・ 放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放

射線によって汚染された物（以下「放射性同位元素

等」という。）を取り扱っている。放射性同位元素等

は、ダーティボム※の材料として悪用されたり、遮蔽

 

生活関連等施設の安全確保の留意点（ダム） 

 

平成２７年４月 

国土交通省 

 

１～４ （略） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

平成２７年４月 

原子力規制庁 

 

１．施設の種類 

放射性同位元素の許可届出使用事業者等（国民保護法

施行令第２８条第７項） 

 

２ 施設の特性 

・ 放射性同位元素又は放射線同位元素に汚染された物

を取り扱っている。放射性同位元素等は、ダーティボ

ム※の材料として悪用されたり、遮へいを破壊するこ

とにより放射線障害を引き起こすなどの危険性が想定
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を破壊することにより放射線障害を引き起こすなどの

危険性が想定される。 

・ 事業所毎に取り扱う放射性同位元素等の種類、量、

使用目的、使用方法等が多様である。 

・ 医療機関等、不特定多数の者が利用する施設が存在

する。 

（※ダーティボム（汚い爆弾）：通常の爆弾に放射性物質

を合体させて爆発させ、放射性物質を飛散させる爆

弾） 

 

３．安全確保の留意点 

（１）放射性同位元素等規制法（注）に定める許可届出使

用者及び許可廃棄業者 

・ 放射性同位元素等規制法等に基づき適切な取扱い

及び管理を実施する観点から以下の点について特に

留意すること。 

①施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び

保管容器等の施錠管理の徹底 

②放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底 

③管理区域に出入りする場合の管理の徹底 

④管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持

出しの管理の徹底 

される。 

 

・ 事業所毎に取り扱う放射性同位元素等の種類、量、

使用目的、使用方法等が多様である。 

・ 医療機関等、不特定多数の者が利用する施設が存在

する。 

（※ダーティボム（汚い爆弾）：通常の爆弾に放射性物質

を合体させて爆発させ、放射性物質を飛散させる爆

弾） 

 

３．安全確保の留意点 

（１）放射線障害防止法に定める許可使用者（特定許可使

用者を除く） 

・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実

施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の

破壊行為による被害を防止する観点から以下の点に

ついて特に留意すること。 

①施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び

保管容器等の施錠管理の徹底 

②放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底 

③管理区域に出入りする場合の管理の徹底 

④管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持



改正案 現行 

⑤事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出し

に関する管理の徹底 

⑥事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁

及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整

備・確認 

⑦原子力の研究、開発及び利用における安全に関す

る最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止に

関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要

な措置を講ずること。 

（注）放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和

３２年法律第１６７号） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出しの管理の徹底 

⑤事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出し

に関する管理の徹底 

⑥事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁

及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整

備・確認 

（新設） 

 

 

 

 

・ 実施可能な範囲で防護柵、防犯カメラ又は防犯セ

ンサ等による物理的な防護もしくは守衛又は職員等

による施設の巡回及び監視等による人的な防護を組

み合わせて措置するなど、放射性同位元素等への不

審者のアクセスの防止に努めること。 

・ 放射性同位元素等の存在位置やアクセス手段等の

セキュリティに関連する情報については、やむを得

ない場合を除き対外的に非公開とするなど、情報管

理に留意すること。 

・ 平素から原子力規制庁及び治安当局等の関係機関

との緊密な連繋の下、自主警戒の強化に努めるこ



改正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。 

（２）放射線障害防止法に定める特定許可使用者及び許可

廃棄業者 

  ・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実

施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の

破壊行為による被害を防止する観点から以下の点に

ついて特に留意すること。 

①施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び

保管容器等の施錠管理の徹底 

②放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底 

③管理区域に出入りする場合の管理の徹底 

④管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持

出しの管理の徹底 

⑤事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出し

に関する管理の徹底 

⑥事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁

及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整

備・確認 

  ・ 実施可能な範囲で防護柵、防犯カメラ又は防犯セ

ンサ等による物理的な防護もしくは守衛又は職員等

による施設の巡回及び監視等による人的な防護を組

み合わせて措置するなど、放射性同位元素等への不



改正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審者のアクセスの防止に努めること。 

  ・ 放射性同位元素等の存在位置やアクセス手段等の

セキュリティに関連する情報については、やむを得

ない場合を除き対外的に非公開としたり、機微情報

の漏洩を防止するために情報の取扱ルールを定める

など、情報管理に留意すること。 

  ・ 関係者に対する放射性同位元素等の防護に係る教

育・訓練の実施に留意すること。 

・ 平素から原子力規制庁及び治安当局等の関係機関

との緊密な連繋の下、自主警戒の強化に努めるこ

と。 

（３）放射線障害防止法に定める届出使用者 

  ・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実

施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の

破壊行為による被害を防止する観点から以下の点に

ついて特に留意すること。 

①施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び

保管容器等の施錠管理の徹底 

②放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底 

③管理区域に出入りする場合の管理の徹底 

④管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持

出しの管理の徹底 



改正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）放射性同位元素等規制法に定める特定放射性同位元

素を取り扱う事業者 

・ 放射性同位元素等規制法に基づく防護対象となる

特定放射性同位元素を取り扱う事業者においては、

（１）に加え、特定放射性同位元素防護規程に基づ

く特定放射性同位元素の防護措置を確実に行うとと

もに、特に以下の点について徹底すること。 

① 原子力規制庁及び治安当局等の関係機関との平素

からの緊密な情報交換 

② 放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為発生時

における事業所内、原子力規制庁及び治安当局等の

関係機関への通報連絡体制の再確認 

③ 防護区域等の監視の実施 

④ 防護区域等への人の出入管理及び本人確認 

⑤事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出し

に関する管理の徹底 

⑥事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁

及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整

備・確認 

・ 平素から原子力規制庁及び治安当局等の関係機関

との緊密な連繋の下、自主警戒の強化に努めるこ

と。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正案 現行 

⑤ 特定放射性同位元素の防護設備の点検及び整備 

⑥ 特定放射性同位元素の防護措置に係る情報の管理 

⑦ その他不法行為が生じた場合の対応体制の点検及

び整備 

⑧ 原子力の研究、開発及び利用における最新の知見

を踏まえつつ、特定放射性同位元素の防護に関し、

業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を

講ずること。 

（３）放射性同位元素等規制法に定める表示付認証機器使

用者並びに許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸

業者及び許可廃棄業者から運搬を委託された者 

・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実

施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の

破壊行為による被害を防止する観点から以下の点に

ついて特に留意すること。 

① 事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁

及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整

備・確認 

 

４．所管省庁の連絡先 

原子力規制庁放射線規制部門 

電話 ０３－５１１４－２１５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）放射線障害防止法に定める表示付認証機器使用者並

びに許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及

び許可廃棄業者から運搬を委託された者 

・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実

施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の

破壊行為による被害を防止する観点から以下の点に

ついて特に留意すること。 

① 事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制

庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の

整備・確認 

 

４．所管省庁の連絡先 

原子力規制庁放射線対策・保障措置課 

電話 ０３－５１１４－２１５５ 



改正案 現行 

（削る） 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

令和７年４月 

原子力規制庁 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

原子力規制庁緊急事案対策室 

電話 ０３－５１１４－２１２１ 

FAX  ０３－５１１４－２１８３ 

 

原子力規制庁核セキュリティ部門 

電話 ０３－３５８１－３３５２ 

（削る） 

FAX  ０３－５１１４－２１２８ 

 

生活関連等施設の安全確保の留意点 

 

平成２７年４月 

原子力規制庁 

 

１～３ （略） 

４．所管省庁の連絡先 

原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課 

電話 ０３－５１１４－２１２１ 

FAX  ０３－５１１４－２１８３ 

 

原子力規制庁原子力規制企画課 

電話 ０３－５１１４－２１０９ 

FAX  ０３－５１１４－２１７７ 

 


